
これまでは、満期を迎える契約者の住所あてに、満期日の６０日前までに継続案内書を郵送していましたが、
以下の条件に当てはまる契約者は、郵送をやめてSMSを送信します。

対象となる条件
・家財保険であること（テナント保険は対象外）
・契約者が個人であること（法人は対象外）
・契約者に携帯電話番号の登録があり、SMS送信不可でないこと
・支払方法が団体集金一括払、団体集金月払であること

切り替え開始日
２０２５年１２月１７日（水）
※継続契約の保険始期日が２０２６年３月１日以降の契約

＜継続案内書のSMS化のお知らせ＞

SMSを受け取った契約者は、スマホ画面に契約者カナ氏名と生年月日を入力することで継続契約の内容を
確認することができます。
また、契約者の姓・被保険者の姓・固定電話・携帯電話の変更手続きをWEBから行うことができます。



＜継続案内書のSMS化 画面サンプル＞

重要事項説明書

パンフレット

・契約者姓
・被保険者姓
・自宅電話
・携帯電話
の変更がWEBから可能

契約内容を変更して
継続する方は入力

契約者氏名（カナ）
契約者生年月日
でログイン

※未継続のご連絡をいただいた方、
満期更改済みの方はログインできません

サポートセンター（0800-300-9888）から
契約者の携帯電話にSMSを送信

ジャパン少額短期保険㈱ 家財保険
の継続に関するご案内です。内容
をご確認の上、満期日までにお手
続きください。詳細はこちらから。
{契約者個別のURL}

※ソフトバンク、Yahoo!モバイル 、
Y!モバイルの携帯電話は、
発信者番号表示が上記番号でない
「21053」「21094」「251000」
のいずれかになります。
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